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担当弁理士： 片岡 慎吾 

進歩性の判断に関する裁判例 
−「豆乳発酵飲料及びその製造方法」事件 − 

H31.3.13 判決 知財高裁 平成 30 年（行ケ）第 10076 号 
審決（無効・成立）取消請求事件：請求棄却 

 
概要 
 明細書からは、４つの相違点に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したことで、タンパク質成
分等の凝集の抑制と共に、酸味が抑制され、後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと
把握することはできないため、上記の各相違点を１つの相違点として認定することはできず、さらには、官
能評価試験の結果は、客観性ないし信頼性を備えた実験結果であると認められない等として、進歩性を否定
した審決を維持した事例。 

 
 

特許請求の範囲 
【請求項１】（下線は訂正箇所） 
 ｐＨが４．５未満であり、かつ７℃における粘度
が５．４〜９．０ｍＰａ・ｓであり、ペクチン及び
大豆多糖類を含み、前記ペクチンの添加量が、ペク
チン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対
して、２０〜６０質量％である、豆乳発酵飲料（但
し、ペクチン及び大豆多糖類が、ペクチンと大豆多
糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。
）。 
 

主な争点 
 本件発明１についての進歩性判断の誤り（取消事
由１） 
 

相違点 
１ 相違点１−１ 
 ｐＨについて、本件発明１では、４．５未満であ
るのに対して、引用発明１−１では、２．５〜５．
０である点。 
２ 相違点１−２ 
 本件発明１では、７℃における粘度が５．４〜９
．０ｍＰａ・ｓであるのに対して、引用発明１−１
では、粘度が不明である点。 
３ 相違点１−３ 
 本件発明１は、ペクチンの添加量が、ペクチン及
び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して、
２０〜６０質量％であるのに対して、引用発明１−
１は、ペクチンと大豆多糖類との比率が不明である
点。 
４ 相違点１−４ 
 食品について、本件発明１は、豆乳発酵飲料であ
るのに対して、引用発明１−１は、酸性蛋⽩食品で
ある点。 
 

原告の主張 
 相違点の認定をするに当たっては、発明の技術的
課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位

として認定されなければならない。そして、本件明
細書によれば、本件発明１の課題は、蛋⽩質成分等
の凝集が抑制されることとともに、酸味が抑制され
、後に残る酸味が少なく後味の優れた豆乳発酵飲料
を提供することである。 
 以上のとおり、相違点１−１〜１−４に相当する
本件発明１の構成は互いに技術的に関連しており、
それぞれ独立の要素として容易想到性を判断するこ
とは発明の本質に沿わず、許されない。これらの相
違点は１つの相違点として認定し、その１つの相違
点に関する容易想到性が判断されなければならない
。 
 しかし、上記各構成は、これらを同時に満たす場
合に、酸味を抑制し、後に残る酸味を減少させると
いう効果が発見されたことから特定されるに至った
ものであり、かつ、上記効果も一般的に知られた効
果ではなかった以上、想到することが容易なものと
はいえない。 
 

裁判所の判断 
『（ウ） 原告の主位的主張について 
 ・・・（略）・・・ 
 ｃ その点を措くとしても、タンパク質成分等の
凝集抑制の効果について、本件明細書によれば、請
求項２、【００１１】及び【００７２】に記載され
た試験方法により沈殿量を評価した場合の沈殿量が
０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満にある場合、タンパク質
成分等の凝集がより抑制されると説明されている（
【００１１】、【００１２】）。また、表４及び図
３には、ｐＨ４．３及び４．５それぞれの場合にお
いてペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲
料の沈殿量を示す実験結果が記載されているところ
、沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満を満たさない
ものはペクチン及び大豆多糖類を共に含まないサン
プルＮｏ．１（ｐＨ４．３及び４．５）、大豆多糖
類のみを含むＮｏ．１２（ｐＨ４．３及び４．５）
、ペクチンを１０質量％で含むＮｏ．１１（ｐＨ４
．３及び４．５）に⽌まり、ペクチンを２０〜１０
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０質量％で含むＮｏ．２〜Ｎｏ．１０は、ｐＨの高
低に依拠することなくタンパク質成分等の凝集の抑
制効果を奏することが示されている。 
 この点に鑑みると、タンパク質成分等の凝集の抑
制効果につき、ペクチン添加量の割合が２０〜６０
質量％の範囲内にあることやｐＨの高低との関連性
を見出すことは、必ずしもできない。 
 また、本件明細書によれば、ｐＨ４．５の場合で
も、Ｎｏ．２〜Ｎｏ．１０ではペクチン及び大豆多
糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分
等の凝集の抑制効果があるとされているところ（【
００７６】）、このうちペクチンを５０〜２０質量
％含むＮｏ．７〜Ｎｏ．１０は、７℃における粘度
が５．４ｍＰａ・ｓ未満である（表３及び図２）。
この点に鑑みると、タンパク質成分等の凝集の抑制
効果と５．４〜９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲との間
に何らかの関連性を見出すことはできない。 
 以上によれば、タンパク質成分等の凝集の抑制効
果は、ペクチン添加量、ｐＨ及び粘度の全てが請求
項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果
であるとは認められない。 
 ・・・（略）・・・ 
 また、後に残る酸味の点では、ペクチンを６０〜
０質量％で含むＮｏ．６〜Ｎｏ．１２がより優れて
いると評価され（【００８１】、表５、図５）、口
当たりの滑らかさの点では、ペクチンを６０〜３０
質量％で含むＮｏ．６〜Ｎｏ．９が優れていると評
価されている（【００８２】、表５、図６）。もっ
とも、ペクチンのみを含むＮｏ．２も、後に残る酸
味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内
にある評点を得ている。また、口当たりの滑らかさ
の点では、ペクチンを２０質量％含むＮｏ．１０は
口当たりの滑らかさの評点が低く、逆に、大豆多糖
類のみを含むＮｏ．１２は口当たりの滑らかさで優
れているとされる上記サンプルの数値の範囲内に含
まれる。 
 このように、ｐＨ４．３の場合の官能評価の結果
からも、酸味の抑制、後に残る酸味の低減、口当た
りの滑らかさに係る効果は、ペクチンと大豆多糖類
を併用しない場合やペクチンの添加量が２０〜６０
質量％から外れる場合でも得られることが示されて
いるから、これらの効果は、ｐＨ、粘度及びペクチ
ン添加量の全てが請求項に規定された範囲にある場
合に初めて奏する効果であるとは認められない。 
 ｅ このほか、本件明細書には豆乳発酵飲料以外
の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較対象とした実験結果
が記載されていないことも考慮すると、本件明細書
からは、本件各発明につき、相違点１−１〜１−４
に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用し
たことで、タンパク質成分等の凝集の抑制と共に、
酸味が抑制され、後に残る酸味が少なく後味が優れ
るという効果を奏するものと把握することはできな
い。 
 したがって、この点に関する原告の主位的主張は
採用できない。』 
 

『（４） 本件発明１の効果 
 ・・・（略）・・・ 
 そもそも、本件明細書には、味覚面の効果の各評
価項目におけるパネルの個別の評点は明記されてお
らず、各評価項目における７人のパネルの評点に係
る詳細は不明である上、各パネル及び各評価項目で
、加点又は減点が適正に行われることを担保するた
めの評価基準及び評価手法や、評点が分散した場合
の統計上の措置等も明らかでない。このことに鑑み
ると、本件明細書記載の官能評価試験の結果をもっ
て、本件発明１の奏する効果に基づく進歩性を評価
するに足りる程度の客観性ないし信頼性を備えた実
験結果であるとは認められない。』 
 

検討 
 原告は、「相違点の認定をするに当たっては、発
明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある
構成を単位として認定されるべきである」ことから
、審決で認定された相違点１−１〜１−４は１つの
相違点として認定し、この１つの相違点は引例から
当業者にとって容易想到ではないことを主張した。 
 しかしながら、裁判所は、明細書からは、上記の
各相違点に係る構成を組み合わせ、一体のものとし
て採用したことで、タンパク質成分等の凝集の抑制
と共に、酸味が抑制され、後に残る酸味が少なく後
味が優れるという効果を奏するものと把握すること
はできないため、上記の各相違点を１つの相違点と
して認定することはできないとしたうえで、上記の
各相違点は容易想到であり、さらに、官能評価試験
の結果は、客観性ないし信頼性を備えた実験結果で
あると認められない等として、上記の効果は格別な
ものとは認められないと判断し、審決を維持した。 
 上記の「相違点の認定をするに当たっては、発明
の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構
成を単位として認定されるべきである」は、「建築
板」事件（平成２９年（行ケ）第１００８７号）に
て、本事件の同裁判⻑により判示されている。「建
築板」事件では、本事件とは異なり、顔料の組合せ
がひとまとまりの相違点として判断されている。 
 両者の判決を鑑みると、「発明の技術的課題の解
決の観点から、まとまりのある構成を単位として認
定される」か否かは、明細書（とくに実施例と比較
例との対比）から、各相違点に係る構成の（技術的
意義の）関連性を、課題解決するための発明の効果
をもって、客観的かつ合理的に説明できるかによる
といえる。 
 

実務上の指針 
 本事件のほか、近年、官能評価試験の内容が問題
になるケースが散見されるため（例えば、平成２５
年（行ケ）第１０１７２号、平成２６年（行ケ）第
１０１１７号、平成２５年（行ケ）第１０２７１号
等）、官能評価試験の記載内容の明確性やその結果
の説明の整合性には十分注意する必要がある。 

以 上 


